
No 機関名 担当課・係
郵便
番号

所在地
電話番号

ＦＡＸ / mail
対象者 支援目的 開催日

紹介
必要

予約 費用 サービス名 実施内容

1
山形県中央
児童相談所

相談判定課
相談担当

990-
0031

山形市十日町
一丁目6-6

023-627-1195

023-627-1114

・内陸地方に在住の児童(18
歳未満)に関する相談。養
護、虐待、障がい、ぐ犯、行
動の問題等

・家庭、本人、関係機関

児童の福祉・児童
の権利の擁護

月～金
8:30～17:15

（祝日・年末
年始を除く）

× ○ 無料

相談員（2）

児童心理司（15）

児童福祉司（29）

医師（非常勤）

相談

心理判定等

社会調査等

医学診断

○面接相談
○電話相談

△危機介入

まずは、お電話にて相談の
概要を伺い、何に困ってい
るのか、何ができるかを考
えます

虐待の場合

2
山形県庄内
児童相談所

相談判定
担当

997‐
0013

鶴岡市道形町
49-6

0235-22-0790

0235-22-0791

・庄内地方に在住の児童(18
歳未満)に関する相談。養
護、虐待、障がい、ぐ犯、行
動の問題等

・家庭、本人、関係機関

児童の福祉・児童
の権利の擁護

月～金
8:30～17:15

（祝日・年末
年始を除く）

× ○ 無料

相談員（2）

児童心理司（5）

児童福祉司（12）

医師（非常勤）

相談

心理判定等

社会調査等

医学診断

○面接相談
○電話相談

△危機介入

まずは、お電話にて相談の
概要を伺い、何に困ってい
るのか、何ができるかを考
えます

虐待の場合

3

山形県立こども
医療療育センター

（山形県発達
　障がい者

　　支援センター）

相談・療育
支援課

発達障がい
相談担当

999-
3145

上山市河崎
三丁目7-1

023-673-3314

023-673-3360

発達障がいがある、または
あることが疑われる方やそ
の御家族、関係機関など

発達障がいのある
方や御家族が、安
心して地域で暮ら
すことができるよ
う個別の相談支援
等の実施

月～金
8:30～17:15

（祝日・年末
年始を除く）

× ○ 無料

相談員(4)

精神科医師(1)
（非常勤）

発達障がいに
関する相談

○相談支援

○発達支援
 

○就労支援

○普及啓発
　・研修

発達障がいに関する相談
（要予約・無料）

就労支援関係機関等と連
携しての支援

研修会等の開催

診療（相談）に従事する職員の
職種・人数・役割

福祉相談機関



No 機関名
担当課

・係
郵便
番号

所在地
電話番号

ＦＡＸ / mail
対象者 支援目的 開催日

紹介
必要

予約 費用 サービス名 実施内容

5
児童家庭支援ｾﾝﾀｰ

シオン
997-
1117

鶴岡市下川字
窪畑1-288

0235-68-5477
(相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ)

tzion@shionkai.hs.
plala.or.jp

子ども、
家庭、
関係者等

・子どもや家庭での
様々な相談に応じ、
助言や支援を行う

・必要に応じ、関係
機関との連絡調整を
総合的に行い、子ど
もや家庭の福祉の向
上を図る

月～金
第2・4土曜日
9:00～18:00

（祝日、8/13～15、
年末年始を除く）

× × 無料

支援相談員(2)

心理療法士(2)
(新年度より

変わる可能性
があります)

相談支援

心理療法

○面接相談

○訪問相談

○電話相談

○メール相談
○手紙相談

○ﾆｭｰｽﾚﾀｰ

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

事前に電話で予約していただける
とありがたい

面接内容にて状況を窺い、必要で
あれば同意を得たうえで実施

開設時間外は、七窪思恩園に転
送され、場合によってｾﾝﾀｰ職員に
連絡し、対応

緊急の場合は、必ず電話で相談
してください

年2回「シオンだより」発行

https://www.sionkai.or.jp/service
/nanakubo/index.html?id=sion

福祉相談機関

診療（相談）に従事する職員の
職種・人数・役割

4
子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

チェリー
991-
0002

寒河江市字
下河原224-1

0237-84-7111

0237-84-7112

cherrｙ7111
@bz03.plala.or.jp

子ども、
ご家族、
関係者等

・子どもやご家族、
家庭での様々な相談
に応じ、助言や支援
を行う

・必要に応じ、関係
機関との連絡調整を
総合的に行い、子ど
もや家庭の福祉の向
上を図る

月～土
9:00～17:00

（祝日及び
年末年始を除く）

※イベント開催は
第4水曜

10:00～11:30
（変更あり）

× 〇 無料

支援相談員(2)

臨床心理士(3)

里親推進員(1)

相談支援

心理療法

里親制度の普
及、里親に関
する相談支援

○面接相談

○電話相談

△メール相談

○その他

△非来所当事
　者向け手紙・
　ﾒｰﾙ等
△来所当事者
　向け就労支援

○その他

○家族支援

○ﾆｭｰｽﾚﾀｰ

○イベント

○ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

予約制
※来所での相談を推奨
※必要に応じて同行支援等

開所時間内であれば随時
緊急時24時間対応

電話・来所相談に繋げるための入
口として受付

手紙・FAXでの相談

　　　相談経過の中で、必要が
　　　生じたら検討

心理療法

家族への相談支援

年4回「チェリーだより」発行

親子交流の広場「ﾊﾋﾟﾈｽ」 を開催
お子さんと遊んだり、親同士でお
話したり、自由に過ごしていただ
ける交流広場

http://www.cherry-sagae.jp/


